
4広報きやま 令和 7年11月号

農
地
の
転
用
に
は
、
許
可
・
届
出
が
必
要
で
す

11
月
9
日
（
日
）
に
基
山
町
消
防
団
第
5
部
管
内
の
第
6
区
中
園
地
区
で
、

基
山
町
消
防
団
秋
季
防
火
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

訓
練
は
、
午
前
7
時
15
分
か
ら
午
前
9
時
30
分
ま
で
行
い
ま
す
。
そ
の
間
、

火
災
発
生
（
午
前
8
時
頃
）
と
鎮
火
（
午
前
8
時
20
分
頃
）
に
サ
イ
レ
ン
を
吹

鳴
し
ま
す
。

町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
基
山
町
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
年
金
」
を

支
給
し
ま
す

問
申
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎
92
‐
7
9
6
4

92
‐
7
1
8
4

重
度
の
心
身
障
が
い
者
の
方
に
対
し
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

重
度
心
身
障
害
者
福
祉
年
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
対
象
者

①
令
和
7
年
11
月
1
日
現
在
で
本
町
に
居
住
し
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
1
級

　
　

ま
た
は
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

②
令
和
7
年
11
月
1
日
現
在
で
施
設
に
入
所
し
て
お
り
、
本
町
に
居
住
す
る
方
の

　
　

扶
養
を
受
け
て
い
る
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
ま
た
は
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

▽
申
請
時
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書
（
11
月
上
旬
に
対
象
者
へ
送
付
し
ま
す
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
（
写
し
）

・
通
帳
（
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の
）　　

・
印
鑑

※
対
象
者
の
う
ち
、
11
月
中
旬
を
過
ぎ
て
も
申
請
書
が
届
か
な
い
方
は
、

　
　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
締
切
日　
　

11
月
28
日
（
金
）

問
申
農
林
課
農
地
係
（
農
業
委
員
会
事
務
局
）
☎
９２
‐
7
9
4
5

農
地
に
お
い
て
、
建
築
物
の
建
設
や
駐
車
場
、
資
材
置
場
に
す
る
等
、
農
地

を
農
地
以
外
の
目
的
に
利
用
す
る
場
合
は
農
地
法
に
基
づ
く
許
可
ま
た
は
届
出

が
必
要
で
す
。

許
可
を
受
け
ず
に
無
断
で
農
地
を
転
用
し
た
場
合
や
、
転
用
許
可
時
の
計
画

ど
お
り
に
転
用
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
り
、

工
事
の
中
止
や
原
状
回
復
命
令
等
の
措
置
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
農

地
法
第
51
条
）。

罰
則
規
定
も
あ
り
、
違
反
転
用
を
す
る
と
個
人
は
3
年
以
下
の
懲
役
ま
た

は
3
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
。
法
人
の
場
合
は
1
億
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ

ら
れ
ま
す
（
農
地
法
第
64
条
、
第
67
条
）。

農
地
を
転
用
す
る
際
は
必
ず
、
農
業
委
員
会
へ
許
可
申
請
ま
た
は
届
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
防
災
係

☎
92
‐
７
９
1
5

第
3
回
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）

　
　
　

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す

問
総
務
課
防
災
係

☎
92
‐
７
９
1
5

J
ア
ラ
ー
ト
の
放
送
試
験
を
次
の
内
容
で
行
い
ま
す
。

▽
実
施
日
時

11
月
12
日
（
水
）
午
前
11
時
頃

▽
試
験
放
送
内
容

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
次
の
内
容
が
一
斉
放
送
さ
れ
ま
す
。

①
上
り
チ
ャ
イ
ム
音

②「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。（
3
回
）こ
ち
ら
は
、基
山
町
で
す
。」

③
下
り
チ
ャ
イ
ム
音

試
験
放
送
の
実
施
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

諸
事
情
に
よ
り
実
施
日
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
は
、
基
山

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
国
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
緊
急
情

報
を
、
人
工
衛
星
な
ど
を
活
用
し
て
、
瞬
時
に
地
方
公
共
団
体
及
び
住
民
に
伝

達
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

J
ア
ラ
ー
ト
と
は

基
山
町
消
防
団
秋
季
防
火
訓
練
を
実
施
し
ま
す



5 広報きやま 令和 7年11月号

講座開催を希望する日の 14日前までに
来庁、郵送または FAXで

総務課 文書法令係に申込書を提出してください
（申込書は、窓口や町ホームページから取得できます）

5広報きやま 令和 7年11月号

12月議会のお知らせ
問議会事務局　☎ 92-6543　 92-2084

　12月議会を以下のとおり開催予定です。場所は、役場 4階の議場です。ぜひお越しください。
　また、議場以外にも、役場 1階と 4階のロビーでも傍聴できます。
　（議場の傍聴席は、インターネット録画配信の映像に映る場合があります。ご了承ください。）

日 曜日 開始時間 会議区分 内容 場所
2 火 午前 9時 30分 本会議 会期を決定します。町長が議案の提案理由を説明します。 議場
3 水

午前 9時 30分 本会議 ≪一般質問≫　　議員が町政に関する質問を行います。 議場4 木
5 金
6 土 休会7 日

8 月 午前 9時 30分 本会議 議案審議（議案内容について町長に質問します。）
委員会付託（委員会で審査するように決めます。） 議場

9 火 午前 9時 30分 委員会 付託を受けた議案を審査します。（厚生産業常任委員会） 委員会室
10 水 午前 9時 30分 委員会 付託を受けた議案を審査します。（総務文教常任委員会） 委員会室
11 木 午前 9時 30分 委員会 常任委員会での審査の結果を集約します。 委員会室

12 金 午前 9時 30分 本会議 常任委員会の審査結果を委員長が報告します。
議案について討論・採決を行います。 議場

令和 7年 12月議会 会期日程（案）

※この日程は、状況により変更することがあります。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

出
前
講
座

町
で
は
、「
役
場
で
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た

い
」「
基
山
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
」
な
ど
の
皆
さ
ん
の
要
望
に
応

え
る
た
め
、
出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
対
象
者

町
内
に
居
住
ま
た
は
通
勤
・
通
学
す
る
、
10
人
以
上
の

グ
ル
ー
プ
・
団
体

▽
開
催
日
時

平
日
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
9
時
ま
で
の
う
ち
２
時
間

程
度

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
希
望
す
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
開
催
場
所

町
内
で
申
込
者
が
指
定
す
る
場
所

※
会
場
の
手
配
・
準
備
及
び
参
加
者
へ
の
周
知
な
ど
は
、
申
込
者
が

　
　

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
費
用

講
師
料
は
無
料
で
す

※
会
場
費
な
ど
は
申
込
者
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

▽
講
師

役
場
担
当
課
の
職
員

※
特
定
の
政
治
・
宗
教
・
営
利
を
目
的
と
す
る
集
会
は
、
対
象
外
と
し

ま
す
。
ま
た
、
苦
情
や
陳
情
を
目
的
と
す
る
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
理
解
く
だ
さ
い
。

問
申
総
務
課
文
書
法
令
係

☎
92
‐
7
9
1
5

92
‐
２
０
８
４

令和 7年度上半期　人気の出前講座のご紹介

消火器・AED取扱講習（担当：総務課）
高齢者の心と体の健康
（担当：プラチナ社会政策課）
防災（担当：総務課）

町ホームページ テーマ一覧



6広報きやま 令和 7年11月号

「
麦
尾
花
園
地
区
地
区
計
画
」
の
案
に
対
す
る
公
告

縦
覧
及
び
意
見
の
募
集
を
行
い
ま
す

問
申
定
住
促
進
課
都
市
計
画
係

☎
92
‐
7
9
2
0

92
‐
2
0
8
4

今
回
、「
麦
尾
花
園
地
区
地
区
計
画
」
の
案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
都
市
計

画
法
第
17
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
案
の
公
告
縦
覧
及
び
意
見
の
募
集
を
行

い
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間

11
月
13
日
（
木
）
〜
12
月
12
日
（
金
）

右
記
期
間
の
開
庁
日
（
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後
5
時
15
分
ま
で
）

※
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

▽
縦
覧
場
所

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
役
場
3
階
）
及
び
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
募
集
期
間

11
月
28
日
（
金
）
〜
12
月
12
日
（
金
）

▽
意
見
を
提
出
で
き
る
方

住
民
及
び
利
害
関
係
人

▽
提
出
方
法

　
　

様
式
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
に
備
え
付
け
て
い
る
ほ
か
、
基
山
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た

は
持
参
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
注
意
事
項

・
提
出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
ふ
ま
え
、
基
山
町
都
市
計
画
審
議
会
で
議
論

　
　

い
た
し
ま
す
。

・
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
い
て
、
個
別
の
回
答
や
返
却
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

▽
募
集
概
要

　
　

商
工
観
光
課
に
所
属
し
、
地
域
活
動
団
体
や
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
基

山
町
の
地
域
間
交
流
を
活
性
化
さ
せ
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
施
設
運
営
を
通
じ
て
地
域
の
活
性
化
を
図
り
、
さ
ら
に
多
世
代
間
の

交
流
促
進
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

①
地
域
間
交
流
の
た
め
の
お
も
て
な
し
施
設
の
管
理
運
営
及
び
利
活
用

　
　
（
ま
ち
な
か
公
民
館
、
え
き
し
た
ラ
ウ
ン
ジ
な
ど
）

②
空
き
店
舗
活
用
の
た
め
の
巡
回
、
点
検
及
び
課
題
整
理

③
活
動
地
域
等
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整

④
地
域
お
こ
し
協
力
隊
等
の
活
動
支
援

▽
応
募
資
格

応
募
時
点
で
基
山
町
に
住
民
票
が
あ
り
、
現
に
生
活
し
て
い
る
方
な
ど
。
応
募
資

格
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
雇
用
形
態
及
び
期
間

●
雇
用
形
態

基
山
町
会
計
年
度
任
用
職
員
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）

●
任
期

令
和
8
年
1
月
5
日
か
ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
（
任
用
期
間
は
、

　
　

任
期
満
了
時
に
活
動
実
績
等
を
基
に
判
断
し
、
1
会
計
年
度
ご
と
に
更
新
す
る

　
　

場
合
が
あ
り
ま
す
。）

▽
勤
務
条
件
等

●
報
酬

月
額
2
0
3
，
7
7
0
円
〜
2
1
1
，
7
2
0
円
（
こ
の
月
額
か
ら

　
　

社
会
保
険
料
の
本
人
負
担
分
が
控
除
さ
れ
ま
す
。）

　
　
（
参
考
）
期
末
勤
勉
手
当
6
月
と
12
月
の
2
回
、
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
、
雇
用
保
険
は
町
で
加
入
し
ま
す
。

●
勤
務
日

原
則
と
し
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で(

土
曜
日
・
日
曜
日
・
国
民

　
　

の
祝
日
に
勤
務
し
た
場
合
は
振
替
対
応
と
な
り
ま
す
。）

●
勤
務
時
間

原
則
と
し
て
、
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
（
休
憩
時
間
は
正

　
　

午
か
ら
1
時
間
）

　
　

業
務
内
容
に
よ
っ
て
7
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

基
山
町
集
落
支
援
員
を
募
集
し
ま
す

【
令
和
8
年
1
月
着
任
】
問
申
商
工
観
光
課
商
工
係

☎
85
‐
7
6
7
0

▽
応
募
手
続

●
募
集
期
間

　
　

11
月
4
日
（
火
）
か
ら
11
月
21
日
（
金
）
ま
で

　
　
（
持
参
ま
た
は
郵
送

※
郵
送
の
場
合
必
着
）

　
　

申
込
方
法
・
募
集
要
項
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

　
　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

町ホームページ町ホームページ


